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国版プログラム（令和６年３月改定）

１．はじめに
（１）糖尿病性腎症の現状
（２）これまでの糖尿病性腎症重症化予防の取組
（３）糖尿病性腎症重症化予防プログラム効果検証事業
（４）自治体における糖尿病性腎症重症化予防の取組状況

２．糖尿病性腎症重症化予防プログラムの基本的な考え方
（１）プログラムの目的（２）プログラムの性格
（３）年齢層を考慮した取組の実施
（４）データヘルス計画等各種計画を踏まえた事業展開

３．取組に当たっての関係者の役割
（１）市町村の役割（２）都道府県の役割（３）広域連合の役割
（４）地域の医師会等の役割（５）その他の医療関係団体等の役割
（６）都道府県糖尿病対策推進会議の役割
（７）国保連合会・国保中央会の役割

４．地域における関係機関との連携

５．プログラムの条件
（１）効果的・効率的な事業を実施するための条件
（２）更に事業を発展させるための留意事項

６．対象者抽出の考え方と取組方策
（１）本プログラムにおける対象者に行う基本的な取組
（２）本プログラムにおける糖尿病性腎症の定義
（３）対象者抽出基準の設定
（４）健診結果を基にした抽出に当たっての留意点
（５）健診未受診者からの対象者抽出の方法

７．介入方法
（１）受診勧奨（２）保健指導

８．事業を円滑に進めるための留意点
（１）ICTを活用した取組の実施（２）委託にて事業を実施する際の留意点

９．プログラムの評価
（１）目的（２）方法（３）評価指標の例（４）評価結果の活用

10. 個人情報の取扱い

〈参考①〉 国及び東京都版「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の内容構成

東京都版プログラム（現行）

１ 本プログラムの趣旨

２ 基本的考え方
（１）目的
（２）本プログラムの性格
（３）取組方法
（４）本プログラムの見直し

３ 取組に当たっての関係機関の役割等
（１）関係機関の役割
（２）地域における関係機関との連携

４ プログラムの条件

５ 対象者の選定
（１）対象者の基本的な考え方
（２）健康診査データ・レセプトデータ等を活用した対象者の抽出方法
（３）医療機関における抽出方法
（４）糖尿病治療中断かつ健診未受診者の抽出方法

６ 介入方法
（１）受診勧奨
（２）保健指導

７ プログラム評価指標
（１）ストラクチャー評価（２）プロセス評価
（３）アウトプット評価（４）アウトカム評価

８ 個人情報の取扱い
（１）区市町村等（２）東京都
（３）医療機関（４）外部委託事業者

6（注）「国版プログラム」表中の下線部（赤字）は、令和６年３月の主要な改定箇所を示す。

今回の改定における
検討のポイント



事業所管部署の専門職の配置状況

保健師が配置されている 28

看護師が配置されている 1

管理栄養士が配置されている 9

医療専門職は配置されていない 25

その他 8

〈参考②〉 「東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラム」改定に係る意見照会結果

【意見照会期間】 令和7年2月26日（水）～ 令和7年3月10日（月）

【回 答 数】 59区市町村及び広域連合 計60団体

3

地域の関係機関との連携状況

プログラムに沿った連携が出来ている 28

プログラムに記載の関係機関のうち、連携を図りたいが連
携が不十分な関係機関がある

1

プログラムに記載のある関係機関のうち、連携する場面が
ない関係機関がある

9

その他 8

○「対象者の選定」について改定に当たって求めること

標準的な選定基準があるとわかりやすい、参考にしやすい。（10保険者）

○「プログラムの評価指標」について改定に当たって求めること

・ 都で統一した評価指標があるとよい。（５保険者）

・ アウトカム指標について他保険者と比較できるよう統一の評価指標があるとよい。（４保険者）

区市町村の体制が十分でない場合でも、一定の質を確保したが糖尿病性腎症重症化予防事業を実施できるようにする。
⇒①「対象者の選定」について、対象者抽出基準の標準例を記載する。
②「プログラム評価指標」について、区市町村の取組状況を比較可能なものとするため、
対象者抽出基準の標準例の記載に合わせて都内統一の評価基準を設定する。

主な意見

都プログラム改定案への意見反映
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